
令和４年（２０２２年）１０月7日

総 務 委 員 会 資 料

総 務 部 職 員 課

（第６５号議案）

中野区職員定数条例の一部を改正する条例新旧対照表

改正案 現行

第１条～第２条 （略） 第１条～第２条 （略）

（職員の定数） （職員の定数）

第３条 職員の定数は、２，１００人とし、そ

の内訳は、次に掲げるとおりとする。

第３条 職員の定数は、２，０００人とし、そ

の内訳は、次に掲げるとおりとする。

（１） 区長の事務部局の職員 １，９３２

人

（１） 区長の事務部局の職員 １，８３２

人

（２） 議会の事務部局の職員 １８人 （２） 議会の事務部局の職員 １８人

（３） 教育委員会の事務部局及び教育機関

の職員 １３６人

（３） 教育委員会の事務部局及び教育機関

の職員 １３６人

（４） 選挙管理委員会の事務部局の職員

８人

（４） 選挙管理委員会の事務部局の職員

８人

（５） 監査委員の事務部局の職員 ６人 （５） 監査委員の事務部局の職員 ６人

２～３ （略） ２～３ （略）

第４条 （略） 第４条 （略）

付 則

この条例は、令和５年４月１日から施行す

る。


